
 

 

都市整備部まちづくり推進課  

 

オープンハウス及び意見交換の場（中央ＪＣＴ）の開催結果概要 

 

１ 概要 

 (1) 日時，来場者数 

ア オープンハウス（三鷹市 北野３丁目常設会場） 

    令和８年１月２３日（金） 午後６時 ～午後８時   ７人 

令和８年１月２４日（土） 午前１０時～正午    ５７人 

                 午後２時 ～午後４時  ５８人 

イ 意見交換の場 （三鷹市 北野地区公会堂） 

令和８年１月２３日（金） 午後７時 ～午後８時   ９人 

(2) 場所 

ア オープンハウス 北野３丁目常設会場（三鷹市） 

イ 意見交換の場  三鷹市北野地区公会堂 

 

２ 意見交換の場での意見 

(1) 中央ＪＣＴ付近工事全般について 

・供用後に換気所からの排気で大気に影響は出るのか。アレルギー症状を持つ方へ

の影響が心配である。 

・三鷹料金所の隣に居住しているが，夜間の振動や騒音が最近続いている。ランプ

シールドトンネル工事との関連はあるか。 

・避難経路は横連絡坑ではなく，すべて床版下のほうが良いのではないか。 

(2)  地質・地盤・工法について 

・添加材の鉱物系から気泡材への切り替えについて，なぜその区間で切り替えたの

か聞きたい。 

・中央ＪＣＴにおける地中拡幅工事について知りたい。 

・気泡シールド工法について，リニアの工事現場上の道が隆起した問題では空気を

抜く対応をするということだった。ランプシールドトンネルではそのような対応

は検討するのか。 

(3) その他  

・トンネルの交差部や拡幅部，離隔の狭いところについて，視覚的にトンネル同士

の離隔がわかるような断面図の作成について，どうなったのか。 

・家屋に対する補償について，供用開始までに１度しか補償されないのか。 

・区分地上権と使用権の違いは。 

・地盤補修地域におけるトンネル内からのロッド貫入調査は，立体都市計画範囲を

越えていなかったか。 

・外環道における都市計画法５３条の解除はされるのか。大深度法との関連は。 

資料２－４




